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（１）岐阜市交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱 

    岐阜市では、市内の駅で高齢者、障がいのある人等の移動等の円滑化を図るための

設備を整備する鉄道事業者に対し、本市が定めたバリアフリー基本構想に基づく事業

であることなど一定の条件のもと、事業費の 3 分の 1 を上限に補助金を交付するた

め要綱を定めています。 

岐阜市交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱 

平成16年10月 1日決裁

平成30年 3月 6日改正

 （趣旨） 

第1条 この要綱は、鉄道駅における高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進するため、

鉄道事業者に対し、予算の範囲内において行う岐阜市交通施設バリアフリー化設備整備

費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、岐阜市補助金等交付規則（平成10

年岐阜市規則第55号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 （補助対象事業者）

第2条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、鉄道事業法

（昭和61年法律第92号）第3条第1項の規定による許可を受けた者とする。

（補助事業）

第3条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、岐阜市内の駅に

おける高齢者、障害者等の移動等の円滑化を図るための設備を整備する事業で、次の各

号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第

25条の規定により岐阜市が作成した基本構想に基づき実施されるものであること。

(2) 国土交通大臣から地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通確保維持

改善事業費補助金交付要綱（平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業

第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号）に基づく補助金をいう。）

又は訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金（訪日外国人旅行者受入環

境整備緊急対策事業費補助金交付要綱（平成28年2月29日観観産第690号）に基づく補

助金をいう。）の交付を受けるものであること。

（補助対象経費）

第4条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号の

いずれかに該当する経費のうち、市長が認めるものとする。

(1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表23に規定する鉄軌道駅

の移動等円滑化に要する経費

(2) 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱別表2に規定する鉄

軌道駅の移動等円滑化に要する経費
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（補助金の額）

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とする。

（補助金の交付申請）

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に第3条第2号に規定する

地域公共交通確保維持改善事業費補助金又は訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策

事業費補助金に係る国土交通大臣の補助金交付決定通知書の写しを添付し申請を行う

ものとする。

2 前項の規定による申請は、補助事業を開始する日前に行うものとする。

（実績報告）

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、事業の完了の日

から1か月を経過した日又は事業の完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日

までに実績報告を行うものとする。

（財産の処分の制限）

第8条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産

を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助事業等により取

得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得

し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件（平成22年5月13日国土交通省

告示第505号、以下「告示」という。）に定める期間（以下「処分制限期間」という。）

を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で告示に定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

（関係書類の整備及び保存）

第9条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の得喪に関

する書類並びに当該財産の現状把握に必要な書類を整備するとともに、処分制限期間の

満了する日の属する年度の末日まで当該書類を保存しておかなければならない。

（その他）

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

附 則

（施行期日等）

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開始する補助事業について適用

する。

（経過措置）

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の岐阜市交通施設バリアフリー化設備整備

費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当

規定によりなされたものとみなす。
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（２）バリアフリーに関するアンケート 

    JR 岐阜駅周辺バリアフリー基本構想の策定にあたり、障がいのある人、高齢者、

子育て世代、外国人の方々のご意見をお聞きしながら整備方針や実施すべき事業など

について検討してきましたが、さらに幅広く JR 岐阜駅周辺施設のバリアフリーの状

況についてご意見をお聞きするためアンケート調査を実施しました。 

  １）アンケート調査の概要 

   ① 対象者 

     JR 岐阜駅周辺施設利用者 

   ② 調査期間 

     平成 30 年 2月 13 日（火）～平成 30年 2月 15 日（木） 

   ③ 調査方法 

     岐阜駅北口駅前広場及び岐阜駅南口駅前広場などにおいて、対面による聞き取り

により実施しました。 

   ④ 調査項目 

▶年齢、性別 

▶JR 岐阜駅の利用頻度 

▶JR 岐阜駅までの（JR岐阜駅からの）移動手段 

▶JR 岐阜駅周辺施設のバリアフリーの現状（不便と感じることの有無） 

▶不便と感じる施設とその理由 

▶その他のご意見 
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  ２）アンケート結果

    調査の結果 384 名の方からご意見をいただくことができました。 

    この中でおよそ 4 割の方が、JR 岐阜駅周辺施設において不便と感じることがある

とお答えいただき、とりわけ JR 岐阜駅構内のエレベーターやトイレ、また、駅の内

外を問わず案内設備に不便を感じている方が多いことが分かりました。 

▶年齢、性別 

▶JR 岐阜駅の利用頻度 
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▶JR 岐阜駅までの（JR岐阜駅からの）移動手段 

▶JR 岐阜駅周辺施設のバリアフリーの現状（不便と感じることの有無） 
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▶不便と感じる施設とその理由 

施設 設置場所 理由 

通路・階段 
JR 岐阜駅構内 隣接施設とのアクセスが悪い。 

駅前広場内 雨の日に濡れる。 

エレベーター JR 岐阜駅構内
自由に利用できない。 
設置場所が乗り場から遠い。 
エレベーターが狭い。 

トイレ JR 岐阜駅構内
洋式便器がない。 
便房が狭い。少ない。 

案内設備・標識
JR岐阜駅構内 案内がわかりづらい。 

駅前広場内 案内がわかりづらい。 

その他 授乳室を充実してほしい。 


